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お問い合わせ先 

千歳市総務部危機管理課 防災・危機対策係 

住 所：〒066-8686   

千歳市東雲町 2 丁目 34 番地 

電話：0123-24-0144  FAX：0123-22-8852 

Mail：kikikanri@city.chitose.lg.jp 

QR コード 

こちらから要綱や指定様式を 

ダウンロードできます 

【千歳市公式ホームページ】 



 

 

１ 趣旨・目的 

 この助成金制度は地域住民による自主的かつ継続的な防災活動を行う自主防災

組織に対し、助成金を交付することにより、共助を支える自主防災組織の活動を

促進することを目的としています。 

 

２ 助成対象 

 自主防災組織を結成している町内会等及び、結成予定の町内会等が対象です。 

 

３ 事業期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 ※交付申請から実績報告までの手続きを指します。 

※交付申請の締め切りは令和８年５月２８日（木）必着となります。 

 

４ 助成の対象となる経費 

 Ａ 防災活動支援（ハード） 

   自主防災組織が行う防災資機材の購入にかかる費用が対象となります。 

 Ｂ 防災活動支援（ソフト） 

   自主防災組織が行う防災活動事業のうち、次の経費が対象となります。 

・研修会等の開催、防災マップ、パンフレット等の作成費又は購入費。 

   ・自主防災組織が行う防災活動事業のうち、防災訓練又は視察研修の開催

などに係る経費など。 

 Ｃ 設立準備支援（ソフト） 

   自主防災組織未結成の町内会・自治会などが、自主防災組織設立に向け行

う事業が対象となります。 

 D 防災倉庫設置支援（手数料） 

   市の許可を受けて都市公園内に防災倉庫を設置する場合の手数料が対象と

なります。 

 

※千歳市自主防災組織等活動支援助成金交付要綱第３条で定める項目です。 

※助成対象の例は４ページ以降に掲載しています。 

※各町内会等から提出された助成申請金額（総額）が予算額を超えた場合、抽選等の

方法により助成対象団体を決定します。 
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【次の費用は助成対象となりません】 

・物品等を購入するにあたり代金を振り込む場合の振込手数料。 

・防災活動で使用せず専ら備蓄を目的とする、または個人の所有物となる物品等。 

※いずれの経費も、交付決定を受ける前に支出した費用は助成対象となりませんので

ご注意ください。 

 

５ 申請可能回数 

 １組織における申請可能回数は、同一年度内において各区分１回までとなりま

す。ただし、A【防災活動支援（ハード）】については、当面の間、年度を問わず

１組織 1 回限りの申請となります。 

 また、１組織における交付限度回数は次の表のとおりです。 

 事業区分 交付限度回数 

Ａ 防災活動支援（ハード） 年度を問わず1組織につき 1回限り 

Ｂ 防災活動支援（ソフト） 年度内１回、毎年度申請可能 

Ｃ 設立準備支援（ソフト） 年度内１回、１組織２回まで申請可能 

Ｄ 防災倉庫設置支援（手数料） 年度内１回、複数回申請可能 

※千歳市自主防災組織等活動支援助成金交付要綱第４条で定める項目です。 

※D【防災倉庫設置支援（手数料）】について、複数回申請する場合は事前に担当にご

相談ください。 

 

６ 助成金の額 

 助成金の額は、助成対象者が支出した区分ごとに助成対象経費の額（千円未満

切捨て）となります。ただし、事業区分ごと助成できる限度額を設定していま

す。 

 事業区分 助成限度額 

Ａ 防災活動支援（ハード） ５０万円 

Ｂ 防災活動支援（ソフト） ８万円 

Ｃ 設立準備支援（ソフト） ２万円 

Ｄ 防災倉庫設置支援（手数料） １万５千円 

※千歳市自主防災組織等活動支援助成金交付要綱第４条で定める項目です。 
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７ 手続きの流れについて 

 年間を通じて、次に示すような事業進行となる予定です。（日にちは変更となる

場合があります） 
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自主防 

町内会等 

（１）千歳市へ事業申請 

希望する自主防災組織等は、次の書類を危機管理課に提出。 

① 事業申請書（第1号様式） 

② 事業計画書 

③ 収支予算書 

④ 見積書若しくはカタログなどの写し 

千歳市 （２）申請内容の審査 

提出された書類の審査を行います。 

※調整が必要な場合は連絡をしますので対応願います。 

（３）交付決定通知 

申請のあった各自主防災組織等へ交付決定を通知します。 

【交付決定通知書（第２号様式）】 

（４）概算払い（任意） 

概算払いが必要な自主防災組織等は次の書類を危機管理課に提出。 

① 概算払申請書(第５号様式) 

 
（５）防災活動実施 

 

５月28日（木）必着 

 

６月中 

７月上旬 

自主防 

町内会等 

交付決定後随時 

千歳市 

（６）千歳市への報告 

 
防災活動実施後は速やかに次の書類の提出を願います。 

① 助成金実績報告書（第 3号様式） 

② 収支決算書 

③ 納品書(写)、購入物品写真、活動記録写真など 

 

 
（７）交付額の確定通知 

 
実績報告書を審査し調査したうえで、交付すべき助成金の

額を確定し通知します。 

【助成金交付額確定通知書（第４号様式）】 

 

 

 

実施後速やかに 

☆注意事項☆ 

助成に係る防災活動は、交付

決定通知日前に行わないでく

ださい。助成金交付ができな

くなります。 

④見積書等 

③収支予算書 

②事業計画書 

①事業申請書 

③写真 

③納品書(写) 

②通帳(写) 

②収支決算書 

①実績報告書 

①概算払申請 

３ 

（８）助成金の請求 

確定額を請求するため、次の書類を危機管理課に提出。 

① 助成金交付請求書 

② 振込先の通帳の写し 

③  

 

 

自主防 

町内会等 
①交付請求書 

 

千歳市 （９）振 込 

 

３月下旬まで 



 

 

助成対象の例 

Ａ 防災活動支援（ハード）※自主防災組織結成団体対象 

（年度を問わず１回限り 上限 50 万円） 

自主防災組織が行う防災資機材の購入にかかる費用が対象となります。 

基本資機材 

懐中電灯 ラジオ 発電機 ポータブルストーブ 

    

トランシーバー ポリタンク 物置  

   

 

  

救助用資機材 

ジャッキ スコップ かけや つるはし 

    

ハンマー バール 斧 のこぎり 

    
チェーンソー 投光器 コードリール  

 
  

 

 

 

４ 



 

 

救護用資機材 

車いす リアカー 担架 毛布 

 
   

寝袋 マット 簡易トイレ  

  
 

 

 

その他の資機材 

 防災上有効なものとして市長が必要と認める資機材 

 申請前に一度担当までお問い合わせ願います。 

 Ｂ 防災活動支援（ソフト）※自主防災組織結成団体対象 

（年度内１回、毎年度申請可能、１回あたり上限額８万円） 

●自主防災組織が行う防災活動事業のうち、研修会等の開催、防災マップ、パ

ンフレット等の作成費又は購入費が対象となります。 

・防災研修会等の開催に係る消耗品費、会場借上、講師謝礼等の経費 

・防災マップ、パンフレット、チラシ等の作成費または購入費 

（例）・DIG（研修）を実施するうえで、地図やマジック、付箋等を購入する。 

    ・市に講師を依頼し、講話を聴くために会場使用料を支払う。 

    ・地域の防災マップを作成し、町内会の住民に配布する。 

  ※他の主催事業等と合わせて実施する場合や他の情報と併用しての印刷物について

は、防災に関する内容が概ね２分の１以上実施される場合は対象となります。申請

前に一度担当までお問い合わせ願います。 

 

５ 

 災害図上訓練 



 

 

●自主防災組織が行う防災活動事業のうち、防災訓練又は視察研修の開催など

に係る経費などが対象となります。 

・防災訓練または視察研修に係る消耗品費、燃料、材料費、保険料の経費 

（例）・防災訓練での炊き出し訓練における非常食の経費。 

    ・防災視察研修に係るバス借上げ代。 

    ・防災訓練の参加者へ配布する防災グッズ。 

 

C 設立準備支援（ソフト）※自主防災組織未設置の町内会等の団体対象 

（年度内１回、１組織２回まで申請可能、１回あたり上限額２万円） 

自主防災組織未結成の町内会・自治会などが、自主防災組織設立に向け行う事

業が対象となります。（内容は区分 B と同じ） 

・研修会等の開催に係る消耗品費、会場借上、講師謝礼等の経費 

・防災マップ、パンフレット、チラシ等の作成費または購入費 

 

D 防災倉庫設置支援（手数料）※自主防災組織結成団体対象 

（年度内１回、複数回申請可能、１回あたり上限額１万５千円） 

市の許可を受けて都市公園内に防災倉庫を設置する場合の手数料が対象となり

ます。 

・自主防災組織が行う防災倉庫設置事業 

 公園内への防災倉庫を設置するにあたり、建築確認申請手数料及び完成検査申

請手数料を助成します。 

 ※市の許可を受けて都市公園内に防災倉庫を設置する場合に限ります。 

 ※基本、建築確認申請手数料及び完成検査申請手数料を１セットで助成しま

す。 

 

 

６ 

防 

災 

倉 

庫 

 

 



 

 

９ よくある質問 

Q１．自主防災組織を結成する団体は町内会（自治会）のみ対象ですか。 

A１．町内会（自治会）を基本としますが、マンション単位やコミュニティ協議

会で結成している団体もあります。  

 

Q２．事業所の自衛消防隊は対象になりますか。 

A２．対象外です。事業所の自衛消防隊は自主防災組織ではありません。千歳市

自主防災組織等活動支援助成金交付要綱第２条に定める助成対象者が対象と

なります。 

 

Q３．当年度に区分 A で 20 万円の発電機の購入を考えている。翌年度に 20 万円

のチェーンソーを購入したいと考えている。区分 A の上限が 50 万円となっ

ているので、申請は可能ですか。 

A３．区分 A は年度を問わず１回限りの申請（助成）なので、年度を超えた申請

できません。複数の防災資機材を合算して申請することは可能でありますの

で、発電機とチェーンソーを合わせた 40 万円を当年度で申請してください。 

 

Q４．区分 A で災害備蓄食料の購入を考えている。助成は可能ですか。 

A４．備蓄を目的とした食料等や、ローリングストック等の消耗品（トイレット

ペーパー、ガスボンベ等）は対象外となります。なお、訓練等で体験のため

の備蓄食料の購入は助成対象となります。 

 

Q５．リースは対象になりますか。 

A５．区分 A においては「購入に要した経費」を対象経費としているため、リー

スは対象外となります。区分 B にあっては、研修会や訓練の開催において、

必要であると認められた場合には対象となりますので、申請前にご相談くだ

さい。 

 

Q６．区分 B のパンフレットやチラシのデザイン料や運搬費は対象となります

か。 

A６．対象になりません。パンフレットやチラシを購入する費用、及び外注せず

に自ら印刷するための用紙代やインク代が対象となります。印刷するための

プリンターや電気代は対象外です。 

Q７．防災に係る訓練や研修会において、参加者に対してキーホルダーを配布し
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たいが助成の対象となりますか。 

A７．防災の啓蒙用として認められる場合は対象となります。また、配布対象者

は自主防災組織（自主防災組織設立を検討している団体）の区域内に居住す

る市民等となります。 

 

Q８．防災に係る訓練や研修会において、弁当とお茶の購入を予定しているが助

成対象となりますか。 

A８．弁当、飲み物類等の費用は対象外です。ただし、訓練計画により防災を目

的として実施する炊き出し訓練に係る非常食等の費用は対象となります。 

 

Q９．防災資機材を保管する新しい倉庫の購入を考えている。防災倉庫購入に係

る運搬及び設置に要する費用は助成されますか。また、設置後古い倉庫の防

災資機材を新倉庫に移したいのですが、移動する費用は対象になりますか。 

A９．防災倉庫購入に係る運搬及び設置に要する費用は対象となります。しか

し、古い倉庫から新倉庫への移動に係る資機材運搬費用は対象外です。 

 

Q10．以前に市から貸与された防災資器材が壊れており、修理を考えているが助

成対象になりますか。 

A10．防災資機材の点検・修繕・撤去に要する費用は対象外です。 

 

Q11．交付決定日より前に防災資機材を購入、または、防災研修会を実施した。

それに係る費用は対象となりますか。 

A11．対象になりません。自主防災組織等活動支援助成金交付決定通知書の日時

以降の経費が対象となりますので注意が必要です。 

 

Q12．自主防災組織を結成していない町内会や自治会等は助成を受けられないの

ですか。 

A12．自主防災組織を結成していない町内会や自治会等は、区分 C の自主防災組

織結成を目的とした準備支援の助成が受けられます。区分 A、B 及び D は自

主防災組織結成後助成を受けられます。 

 

Q13．この助成金は申請したら必ず助成されますか。 

A13．予算の範囲内の助成となりますので、団体が多ければ審査を経て不採択と

なる団体も発生します。 

８ 


